
スポーツを通じた交流の促進

� スポーツを通じたコミュニティ活動の推進

 市内外住民のスポーツ交流の促進

� 国際スポーツ交流の推進

〈活発な国際スポーツ交流〉

３．スポーツを通じた交流の促進

本市では，スポーツイベントの開催を通じて市民同士の交流が進められており，海外の

友好・姉妹都市などとのスポーツ交流も活発に行っています。

これまでの活動をさらに拡大し，スポーツ及び関連事業を積極的に促進して，市民と国

内外の人々がふれあい，交流を深めることのできる環境づくりを進めます。

〈施策体系〉

４章 施策・事業の体系
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〈一緒に楽しむ子どもと高齢者〉

� スポーツを通じたコミュニティ活動の推進

地域住民が，コミュニティ活動の一環としてスポーツで楽しむことのできる場を提供し

ます。

〈主な事業〉

�地域スポーツクラブの育成

施設の提供や指導者の派遣など，地域スポーツクラブの活動を支援し，地域住民のスポー

ツ活動の受け皿を拡充します。特に，多種目多世代でスポーツ活動を通して住民が交流で

きる総合型地域スポーツクラブの育成を促進します。

�主要スポーツ施設における交流の場の確保

スポーツを行ったり，応援や見学したり，あるいはその他さまざまな目的でスポーツに

関わる人々が，ともに会話を楽しんだりできるように，市内の主要なスポーツ施設に交流

の場を確保します。

第二部 具体的な施策と事業
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〈市民運動会・地区対抗リレー〉

� 市内外住民のスポーツ交流の促進

市内の地区間や市内外の人々とのスポーツ活動の場を提供し，より幅広く多様な交流を

促進します。

〈主な事業〉

�地区対抗スポーツイベントの開催

市民のスポーツ交流の場を拡大するために，地区対抗形式のさまざまなスポーツイベン

トを開催します。

�多世代参加型イベントの開催

ニュースポーツや自然体験など，子どもから高齢者までの多世代がともに参加できるイ

ベントを開催し，スポーツを通じた世代間の交流を促進します。

４章 施策・事業の体系

４７



〈様々なスポーツ交流〉

�高齢者や障害者のスポーツ交流

高齢者や障害者が一緒に参加できるスポーツイベントを開催したり，そのイベントにボ

ランティアを派遣するなどして，市民のさまざまなスポーツ交流を推進します。

	レクリエーション大会等への参加支援

市内外の住民のスポーツ交流の場として，レクリエーション大会やニュースポーツフェ

スタなどへ参加する市民を支援します。


県民体育大会等への参加支援

市内外の住民のスポーツ交流の場として，また，日頃の成果を発揮する場として，県民

体育大会等へ参加する市民を支援します。

�ホームステイの受け入れ支援

市内で開催されるスポーツ大会や他県のチームとの相互交流などに際して，選手や関係

者のホームステイを積極的に受け入れ，スポーツイベントを通じたさまざまな交流を促進

します。

第二部 具体的な施策と事業
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� 国際スポーツ交流の推進

国際性豊かな成田の特徴を活かして，世界の人々や市内の外国人と市民がふれあうス

ポーツ交流を推進します。

〈主な事業〉

�２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ地の誘致（再掲）

２００２年に開催されるワールドカップサッカー大会において，キャンプ地として出場国を

誘致し，当該チームや関係者，サポーターなどとの交流を深めます。

�国際的なスポーツイベントの誘致・開催

国際的なスポーツ大会やシンポジウムなどを誘致・開催し，市民が身近にスポーツとふ

れあう交流イベントに参加できる機会を提供します。

�海外とのスポーツ交流

友好・姉妹都市（咸陽市，サンブルーノ市）や韓国，オーストラリアなど，海外とのス

ポーツ交流を推進します。

	外国人とのスポーツ交流

市内在住及び滞在している外国人と市民が共に参加できるスポーツイベントや対抗戦な

どを開催し，身近な国際交流を推進します。


国際スポーツ交流団体の活動支援

国際的なスポーツ交流を実施している団体あるいは今後行おうとする団体に対して，情

報提供や人材派遣などにより活動の支援を行います。
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スポーツで個性を伸ばす活動の支援

� 児童・生徒の才能を活かす体制の構築

 スポーツ活動を支援する場の提供

� スポーツ活動に対する表彰制度の導入

〈一流選手の指導を受ける子どもたち〉

４．スポーツで個性を伸ばす活動の支援

本市では，学校運動部活動への指導者の派遣や各種支援事業を通じて児童・生徒の競技

力の向上を図ったり，スポーツリーダーバンクの積極的な活用を進めて指導者の活躍の場

を充実するなど，スポーツで個性を伸ばす活動を支援しています。

こうしたこれまでの取り組みに加えて，学校間の連携や総合型地域スポーツクラブの育

成による一貫指導体制の構築など，新たな課題やニーズに対応した施策を推進し，児童・

生徒が日々の練習や試合を通じて自分の才能を伸ばしてトップレベルをめざすことのでき

る環境を整えます。また，選手・チームの指導や世話，大会運営の手伝いなど，市民がボ

ランティアとしてスポーツを支え，それによって自己実現を図ることのできる活動を支援

します。

〈施策体系〉

第二部 具体的な施策と事業
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� 児童・生徒の才能を活かす体制の構築

児童・生徒が持っているスポーツ分野における将来性豊かな才能を伸ばしやすい環境を

構築するために，一貫した指導体制の確立や能力発揮の機会などを提供します。

〈主な事業〉

�学校への外部指導者の派遣

運動部活動を活性化し，充実するために，地域の社会人などの外部指導者を学校に派遣

します。

�運動部活動の連携

児童生徒の才能を伸ばすためには，地域ぐるみの一貫した指導体制が必要なため，学校

と地域スポーツクラブの指導者が情報交換を行ったり，複数校による合同練習会を実施す

るなど，運動部活動の充実につとめます。

�総合型地域スポーツクラブによる一貫指導

総合型地域スポーツクラブを育成し，児童・生徒一人ひとりの競技レベルに合わせた一

貫指導を行うことのできる体制を構築します。

	大会参加に対する支援

児童・生徒が，才能を伸ばす機会を充実するため，一定水準以上の大会への参加に対し，

支援を行います。


スポーツ大会の市内開催

スポーツ大会の誘致，開催につとめ，より多くの対外試合や競技会を体験できる環境を

整えます。
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〈駅伝大会を支えるボランティア〉

� スポーツ活動を支援する場の提供

市民がスポーツの指導や大会運営，チームの手伝いなど，ボランティアとしてスポーツ

を支援する活動に積極的に参加できる機会を提供します。

〈主な事業〉

�スポーツリーダーバンクの充実・活用

既存のスポーツリーダーバンクを充実し，スポーツや健康づくりの指導者などのスポー

ツボランティアを有効に活用して，指導者を必要とする学校や地域スポーツクラブなどに

派遣します。

�スポーツボランティア情報の提供

スポーツを支援する活動を促進するため，指導者・ボランティアに関する情報を提供す

るシステムを構築します。
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〈表彰を受ける優秀選手〉 〈全国中学軟式野球大会で優勝した成田選抜〉

� スポーツ活動に対する表彰制度の導入

スポーツ活動に対する意欲を喚起し，夢を広げるために，スポーツ活動に対する独自の

表彰制度を充実します。

〈主な事業〉

�優秀選手やチームの表彰

スポーツ大会や競技会などで活躍した市内の選手やチームを対象として，独自の表彰を

行います。

�指導者やボランティアの表彰

永年にわたって，市内の選手やチームの育成に尽力した指導者，あるいは，スポーツ活

動をサポートしたボランティアを対象として，独自の表彰を行います。
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スポーツ活動の基盤の充実

� スポーツ拠点施設の整備

 スポーツ施設の利便性の向上

� 指導者の養成・確保

� スポーツ情報ネットワークの整備

� スポーツ団体の活動支援

� スポーツ行政の充実

５．スポーツ活動の基盤の充実

本市では，運動公園や体育館などの拠点的なスポーツ施設の整備が進められており，今

後は，既存施設を有効活用するためのソフトづくりにつとめるとともに，多様な競技レベ

ルに対応できる指導者の育成にも力を入れるなど，スポーツに必要な基盤を整備して，市

民のスポーツ活動を促進します。

〈施策体系〉
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〈中台運動公園〉

� スポーツ拠点施設の整備

市民のスポーツ活動を促進するため，本市のスポーツ振興の拠点となり，国際的，全国

的なスポーツイベント等が開催可能な高水準の機能，設備を備えたスポーツ施設の整備を

推進します。

なお，推進にあたっては，民間活力の導入も手法の一つとして視野に入れながら，大規

模スポーツイベントの開催予定にあわせて段階的に整備を図ります。

〈主な事業〉

�中台運動公園の整備

中台運動公園は，２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ場としての誘致活動を契

機に，さまざまな種目に対応することができる照明設備などの施設整備を進め，充実につ

とめます。

�大谷津運動公園の整備

大谷津運動公園は，市民の多様なニーズに対応するため，用地と施設の今後の在り方を

検討し，日常的にスポーツを親しみ，気軽に健康づくりを行うことができる施設の整備に

つとめます。
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〈テニスコート〉

�スポーツ・レクリエーション施設の整備

市民の幅広いスポーツニーズに対応するため，市内の既存スポーツ施設の配置を考慮し，

今後整備を促進する広域公園や本市の土地利用計画の中で，スポーツ・レクリエーション

施設の整備を検討します。

	専門競技場の整備

専門競技場（テニス，グラウンドゴルフ，武道場等）の整備につとめます。


温水プールの整備

年間を通じて利用することができ，市民からのニーズが高い温水プールの整備を進めま

す。

第二部 具体的な施策と事業
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� スポーツ施設の利便性の向上

既存施設及び今後整備する施設をより効率的・効果的に運営するシステムや制度を導入

し，市民が利用しやすいようにスポーツ施設の利便性の向上を図ります。

〈主な事業〉

�スポーツ施設の利用時間の拡大

市民の利用ニーズに対応して，スポーツ施設の利用時間の拡大を図るなど，早朝や夜間

のスポーツ活動を推進します。

�スポーツ施設の管理・運営の民間委託

市内スポーツ施設などの管理・運営を地域スポーツクラブなどに委託し，市民のニーズ

に柔軟に対応した施設運営を推進します。

�市内スポーツ施設の一元管理システムの導入

市内の主な公共スポーツ施設や学校体育施設の管理・運営システムを一元化し，全ての

施設間で，利用の調整や設備・備品の相互利用，職員の相互派遣，講習会・教室の共同開

催などを図って，より効率的な利用を推進します。

	施設の地域開放を行う企業への支援

福利厚生施設等の地域住民への開放を行っている企業に対して，人材情報の提供等の支

援を行い，スポーツ施設利用の選択肢の拡大を図ります。
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〈千葉県教育委員会認定指導者〉
資 格 名 人数

千葉県社会体育公認指導員 １６
千葉県スポーツプログラマー ５

〈千葉県レクリエーション協会認定指導者〉
資 格 名 人数

インストラクター ２９
余暇生活開発士 ３

資 格 名 人数
スポーツプログラマー ９
フィットネストレーナー ３
種目別スポーツ指導員 ３５
種目別コーチ １０
種目別教師 ３
種目別トレーナー １

市内公認スポーツ指導者数（平成１１年４月１日現在）

（資料）成田市教育委員会

〈文部大臣認定 財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者〉

� 指導者の養成・確保

いろいろな種目やさまざまな競技レベルに対応できる指導者を養成・確保し，市民や学

校からのニーズに応じて派遣できる体制を整えます。

〈主な事業〉

�スポーツリーダーバンクの充実・活用（再掲）

既存のスポーツリーダーバンクを充実し，スポーツや健康づくりの指導者などのスポー

ツボランティアを有効に活用して，指導者を必要とする学校や地域スポーツクラブなどに

派遣します。

�スポーツ指導者の研修

体育協会や体育指導委員連絡協議会などと連携しながら，スポーツの技術や理論，指導

方法などについて定期的な研修を行い，指導者の資質の向上を図るとともに，新たな指導

者の人材確保につとめます。

�周辺市町村との連携

競技種目の指導者不足や高度な能力を要する指導については，周辺市町村や千葉県と連

携し，相互の指導者リストを共有して，指導者を確保します。
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〈スポーツ情報システム〉

� スポーツ情報ネットワークの整備

スポーツに関するさまざまな情報を得られる「情報ネットワーク」を整備します。

〈主な事業〉

�スポーツ情報システムの整備（再掲）

市内のスポーツ施設の効率的な運営を図るため，スポーツ情報システムの整備を推進し，

市民が施設を利用しやすい環境を整えます。

�スポーツ情報のネットワーク化

施設，指導者，ボランティア，イベント，スポーツ・健康づくりの知識など，スポーツ

に関する情報管理をネットワーク化し，市民の多様なニーズに対応できる情報提供システ

ムを構築します。
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� スポーツ団体の活動支援

スポーツや健康づくりに関わる市内の団体の活動に対して，情報提供などの面から支援

します。

〈主な事業〉

�スポーツ団体への情報提供

スポーツ団体が活動を行う上で必要となる情報をさまざまなメディアを通じて提供し，

団体の活動を支援します。

�スポーツ団体の NPO法人化支援

スポーツ団体の組織を強化し，活動をさらに活発化するためには，法人格を得ることが

非常に重要であり，団体の NPO法人化に関して情報提供等の支援を行います。
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� スポーツ行政の充実

ますます多様化する市民のニーズに応えるために，スポーツ・健康づくりに関する行政

の体制やシステムを一層充実します。

〈主な事業〉

�スポーツ行政窓口の一元化

スポーツや健康づくりなどに関連する施策は，さまざまな部署で行われております。市

民のニーズに対応した適切な情報の提供と事業展開を図るため，スポーツ行政に関する窓

口を一元化し，市民の生涯にわたるスポーツ活動を支援する施策を統括し，事業の推進を

行う体制づくりにつとめます。

�スポーツ行政に関する連携

多様化する市民ニーズに対応するため，周辺の市町村や千葉県などと協力・連携し，ス

ポーツに関するさまざまな情報を相互に提供・活用することができるようなシステムの整

備につとめます。
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〈スポーツで楽しむ市民〉

第二部 具体的な施策と事業
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